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研究所研究費の海外調査出張に関する内規の廃止
及び関連規定の一部改正について

このことについて，社会科学研究所，人文科学研究所，科学技術研究所の各運営委員会において，下記のとおり内規の廃止及び関連規定の改正が承認されましたので通知します。
記
１　改正理由
　　研究所研究費で行う海外研究調査出張は，２００３年４月１日から「研究所研究費の海外調査に関する内規」を三研究所共通の内規とし，全研究種目について支出を認めるとともに，支出の上限を研究費総額の４０％以内と定めた。
　　近年，グローバル化の加速に伴い，支出上限を超える研究計画が増えているにも関わらず，内規による縛りがあるため研究に支障をきたしているのが現状である。
　　以上のことから，所員の研究を円滑に遂行するために，同内規を廃止する。
併せて関連規定を改正する。

２　改正内容
（１）各研究所共通
　　ア　研究所研究費の海外調査出張に関する内規の廃止
　　イ　特別研究者に対する研究費助成に関する基準のうち，海外渡航費に関わる規定を削除（第２条第３項関係）

（２）社会科学研究所関係
　社会科学研究所の特別研究者に対する研究費助成に関する基準の運用細則のうち，特別研究申請の時期の改正及び海外出張に関わる規定の削除（第４条及び第８条関係）

（３）人文科学研究所関係
　人文科学研究所の特別研究者に対する研究費助成に関する基準の運用細則のうち，特別研究申請の時期の改正及び海外出張に関わる規定を削除（第３条及び第８条関係）

（４）科学技術研究所関係
　科学技術研究所特別研究者に対する研究費助成基準に関する運用細則のうち，研究種目，特別研究申請の時期の改正及び海外出張に関わる規定等の削除（第２条，第３条，第４条及び第８条関係）

３　施行期日
（１）２０１３年４月１日施行
　　　・研究所研究費の海外調査出張に関する内規の廃止　　　
　　　　
（２）２０１３年５月１日施行
　　　・特別研究者に対する研究費助成に関する基準の改正
　　　・社会科学研究所の特別研究者に対する研究費助成に関する基準の
　　　　運用細則の改正
　　　・人文科学研究所の特別研究者に対する研究費助成に関する基準の
　　　　運用細則の改正
　　　・科学技術研究所特別研究者に対する研究費助成基準に関する運用
　　　　細則の改正

４　適用期日
　　２０１３年４月１日以降に申請された研究課題から適用する。
　　
※詳細は，各研究所ホームページをご覧ください。
以　上
